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平成２１年９月３０日、大阪府選挙管理委員会は政治

資金規正法に基づいて、大阪府選挙管理委員会届出

の政治団体から提出された収支報告書の要旨を大阪

府公報に登載して公表しました。

以下、その概要について紹介します。

（１）政治団体数及び提出状況

政治団体に係る政治資金の収支については、政治

資金規正法により、その１年分（１月１日～１２月３１

日）を翌年の３月３１日（３月３１日が土曜日又は日曜

日にあたるときは、その直後の月曜日）までに報告

することとされています。

平成２０年分の収支報告書の提出義務がある大阪府

選挙管理委員会届出の政治団体数は、政党の支部３１５

団体、その他の政治団体２,３８８団体の計２,７０３団体と

なっています。

これを平成１９年分と比較すると、政党の支部が４

団体増加、その他の政治団体は１７６団体減少してい

ます。

これらの団体のうち、今回、平成２０年分の収支報

告書の提出があり、その要旨を公表した団体数は、

２,５４８団体で、提出義務団体数の９４.３％となってい

ます。（資料１参照）

（２）収支の状況

公表した政治団体の平成２０年分収入額は９８億７,６００

万円で、平成１９年分の１１９億９,５００万円から１７.７％減
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資料１　収支報告書の提出状況及び収支の状況
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少しています。（注）

また、支出総額も９７億３,６００万円で、平成１９年分の

１２４億５,８００万円から２１.８％減少しています。（資料

１・２参照）

これを政党の支部、その他の政治団体別に平成１９

年分と比較しますと、政党の支部では、平成２０年分

収入額は５８億６,７００万円で、平成１９年分の７２億９００万

円から１８.６％、支出総額も５８億６,２００万円で、平成

１９年分の７４億８,２００万円に比べ２１.７％、それぞれ減

少しています。

その他の政治団体では、平成２０年分収入額は４０億

９００万円で、平成１９年分の４７億８,５００万円から１６.２％

減少し、支出総額は３８億７,４００万円で、平成１９年分の

４９億７,６００万円から２２.１％減少しています。（資料

３・６参照）

（注）以降の増減額、増減比の値については、報告

書に記載された１円単位の数値から計算して得

た数値を四捨五入したものを記載しているた

め、資料の数値（千円又は百万円単位）による

計算値とは一致しない場合がある。

（３）収入項目別内訳

平成２０年分収入額を項目別に見ると党費又は会費

が１１億７,３００万円（平成２０年分収入額の１１.９％）、寄

附が４０億６,３００万円（同４１.１％）、事業収入が１４億

９,５００万円（同１５.１％）、借入金が１億２,４００万円（同

１.３％）、交付金収入が２９億１,８００万円（同２９.５％）、

その他の収入が１億４００万円（同１.１％）となってい

ます。（資料３・４参照）

（４）寄附収入

平成２０年中に政治団体に対してなされた寄附の総

額４０億６,３００万円は、平成１９年分の５６億５００万円に比

べて２７.５％減少しています。

平成２０年分の寄附収入の内訳は、個人からの寄附

が２２億８,７００万円、企業、労働組合などの団体（法人

等）からの寄附が４億２,０００万円、政治団体からの寄

附が１３億５,６００万円となっています。

また、政党の支部、その他の政治団体別に平成１９

年分と比較しますと、政党の支部では、個人からの

寄附が３６.８％、法人等からの寄附が１４.５％、政治団

体からの寄附が２６.１％と、それぞれ減少しています。

その他の政治団体では、個人からの寄附が２３.２％、

政治団体からの寄附が２０.８％と、それぞれ減少して

います。（資料５参照）

（５）支出項目別内訳

平成２０年分の支出総額を項目別に見ると、経常経

費が３７億７,１００万円で、平成１９年分の４１億１００万円か

ら８.１％、政治活動費も５９億６,６００万円で、平成１９年

分の８３億５,７００万円から２８.６％と、それぞれ減少して

います。

なお、政治活動費のうち支出額の多いものは、「寄

附・交付金」「機関紙誌の発行その他の事業費」「組

織活動費」の順となっています。（資料６参照）

資料２　収支額の推移

資料３　収入項目別内訳
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資料４　収入項目別内訳（平成２０年分）

資料５　寄附の内訳 資料６　支出項目別内訳
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（６）政党の支部の収支規模

各政党の支部の平成２０年分収入額は、日本共産党

が１番多く、次いで自由民主党が２番目、以下、民

主党、公明党、社会民主党、国民新党の順となって

います。（資料７参照）

平成２０年においては収支報告上、収入・支出とも

前年比で大幅に減少していますが、これは平成１９年

が４月の統一地方選挙、同７月の参議院議員通常選

挙と２つの大きな選挙が執行された年であったのに

対し、平成２０年においては１月に知事選挙が執行さ

れたものの、それ以外に国あるいは大阪府域を単位

とする選挙が執行されなかったことが背景にあるも

のと思われます。

ところで、政治資金規正法は、政党や政治団体等

の政治活動の実態を国民の前に公開し、国民の不断

の監視と批判の下におくとともに、政治資金を公開

するなどにより、政治活動の公明と公正の確保を目

的としているところですが、「政治とカネ」にまつわ

る記事が依然として紙面をにぎわせる状況が続いて

います。

政治資金の流れの一層の透明化を図る目的で、平

成１９年７月に政治資金規正法が一部改正されたこと

に伴い、今回の収支報告からは、資金管理団体につ

いて、これまでの政治活動費に加え、人件費を除く

経常経費についても１件あたり５万円以上の支出に

ついて、その明細を収支報告書に記載するとともに、

領収書の写しを提出しなければならないこととされ

ました。

また、同年１２月の同法改正により、平成２１年分収

支報告からは、国会議員関係政治団体の支出に係る

１円以上領収書の徴収保存義務が課せられるほか、

それらの開示も可能となるなど、新たなルールのも

とでの収支報告制度が本格的に運用されることとな

っています。

このように、政治資金関係の制度はその時々の国

民のニーズに応じて刻々と変化していますが、政治

活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全

な発達に寄与するという本制度の目的は不変であり、

政治団体は政治資金の収受に当たって、いやしくも

国民の疑惑を招くことのないよう、公明正大に行う

ことが求められています。

おわりに
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資料７　政党の支部の収支規模
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